
さいたま市告示第５２１号 

さいたま市水道局告示第３４号 

 令和５・６年度のさいたま市及びさいたま市水道局が発注する建物管理等、警備及び清掃の業務に

係る一般競争入札又は指名競争入札に参加を希望する者の資格審査に関する等級の区分（格付）（以下

「等級区分」という。）の方法を定めたので、次のとおり公表する。 

  令和５年３月２２日 
さいたま市長 清 水 勇 人     

 

 

さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明     

 

１ 等級区分する方法 

  等級区分は、２に定める資格審査数値を基に５に定める等級区分基準に従って、業務ごとに行う

ものとする。 

２ 資格審査数値 

  資格審査数値は、３に定める経営財務状況の点数に４に定める発注者別評価項目の点数を加算し

た数値とする。ただし、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組

合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協

業組合（以下「協同組合等」という。）のうち、官公需適格組合の証明を受けた者であって資格審査

に係る業務の官公需適格組合の算出方法の特例の適用を希望する者（以下「組合」という。）の資格

審査数値は、３⑹に定める「営業期間」を除き当該組合と５以内の組合員（当該組合の理事並びに

当該組合の理事又は組合員が代表者となっている法人を含む。以下同じ。）の合計値を用いて算出す

るものとする。 

３ 経営財務状況の点数 

  経営財務状況の点数は、次に定める項目の点数の合計とする。 
⑴ 平均売上額 

平 均 

売上額 
２０億円以上 

１５億円以上 

２０億円未満 

１０億円以上 

１５億円未満 

７億円以上 

１０億円未満 

４億円以上 

７億円未満 

３億円以上 

４億円未満 

点 数 ３５点 ３３点 ３１点 ２９点 ２７点 ２５点 

平 均 

売上額 

２億円以上 

３億円未満 

15 千万円以上 

２億円未満 

１億円以上 

15 千万円未満 

８千万円以上 

１億円未満 

６千万円以上 

８千万円未満 

45 百万円以上 

６千万円未満 

点 数 ２３点 ２１点 １９点 １７点 １５点 １３点 

平 均 

売上額 

３千万円以上 

45 百万円未満 

２千万円以上 

３千万円未満 

１千万円以上 

２千万円未満 

５百万円以上 

１千万円未満 
５百万円未満 

 

点 数 １１点 ９点 ７点 ５点 ３点 

⑵ 自己資本の額 

自己資本

の額 
１億円以上 

８千万円以上 

１億円未満 

６千万円以上 

８千万円未満 

45 百万円以上 

６千万円未満 

３千万円以上 

45 百万円未満 

２千万円以上 

３千万円未満 

点 数 １５点 １４点 １３点 １１点 ９点 ７点 



自己資本

の額 

１千万円以上 

２千万円未満 

５百万円以上 

１千万円未満 

１百万円以上 

５百万円未満 

０円以上 

１百万円未満 
マイナス資本 

 

点 数 ５点 ３点 ２点 １点 －２点 

⑶ 流動比率 

流 動 

比 率 
１５０以上 

１３０以上 

１５０未満 

１１０以上 

１３０未満 

９０以上 

１１０未満 

７０以上 

９０未満 
７０未満 

点 数 １５点 １２点 ９点 ６点 ３点 １点 

⑷ 自己資本比率 

自己資本

比率 
５０以上 

４０以上 

５０未満 

３０以上 

４０未満 

２０以上 

３０未満 

１０以上 

２０未満 
１０未満 

点 数 １５点 １２点 ９点 ６点 ３点 １点 

⑸ 従業員数 

従 業 

員 数 
３００人以上 

１００人以上 

３００人未満 

５０人以上 

１００人未満 

１０人以上 

５０人未満 
１０人未満 

点 数 １０点 ８点 ６点 ４点 １点 

⑹ 営業期間 

営 業 

期 間 
１０年以上 

５年以上 

１０年未満 

３年以上 

５年未満 

２年以上 

３年未満 

１年以上 

２年未満 
１年未満 

点 数 １０点 ８点 ６点 ４点 ２点 ０点 

４ 発注者別評価項目の点数 

発注者別評価項目の点数は、次に定める項目の点数の合計とする。ただし、発注者別評価項目の

点数の合計が０点未満となった場合には、発注者別評価項目の点数の合計を０点とする。 

⑴ 障害者雇用 

雇 用 

法定雇用障害

者数以上を雇

用している 

法定雇用障害

者数以上を雇

用していない 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１

２３号）第４３条に係る報告義務がある場合、申請日直近の

６月１日現在において雇用する障害者の数が法定雇用障害

者数以上であり、主たる営業所を管轄する公共職業安定所に

障害者の雇用に関する報告書を提出した者 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に係る報告

義務がない場合、申請日時点において障害者を１人以上雇用

し、障害者雇用の証明書を提出した者 

 

 なお、協同組合等については、当該協同組合等として要件

を満たしている場合を加点対象とする。 

点 数 ５点 ０点 

⑵ 子育て支援 

届 出 

又は 

認 定 

有 無 

○ 従業員１００人以下の企業等の場合、次世代育成支援対策推進法

（平成１５年法律第１２０号）に基づく一般事業主行動計画を策定

し、同法第１２条の規定による届出を労働局へ提出した者（申請日現



点 数 ５点 ０点 

在、一般事業主行動計画の計画期間中であること）又は同法第１５条

の２の規定による認定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場合、同法第１３条又は第１５条の

２の規定による認定を受けている者 

 なお、協同組合等については、当該協同組合として要件を満たして

いる者を加点対象とする。 

⑶ 女性の活躍推進 

届 出 有 無 
○ 従業員１００人以下の企業等の場合、女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）に基づく一般事業主

行動計画を策定し、同法第８条の規定による届出を労働局へ提出した

場合（申請日現在、一般事業主行動計画の計画期間中であること）又

は同法第１２条の規定による認定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場合、同法第９条又は第１２条の規

定による認定を受けている者 

 なお、協同組合等については、当該協同組合として要件を満たして

いる者を加点対象とする。 

点 数 ５点 ０点 

⑷ ＩＳＯ・エコアクション２１認証取得 

認 証 

取 得 

ＩＳＯ９００1 

ＩＳＯ１４００１ 

又は 

エコアクション２１ 

○ ＩＳＯ９００１ 

  公益財団法人日本適合性認定協会（以下「ＪＡＢ」

という。）又はＪＡＢと相互認証している認定機関

に認定されている審査登録機関が認証したＩＳＯ

９００１の認証を取得している場合 

○ ＩＳＯ１４００１又はエコアクション２１ 

ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証している認定機関

に認定されている審査登録機関が認証したＩＳＯ

１４００１の認証を取得している場合、又は一般財

団法人持続性推進機構によりエコアクション２１

の認証を取得している場合 

 

  なお、ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１又はエ

コアクション２１のいずれの場合も、協同組合等

については、当該協同組合等としての認証取得を

加点対象とする。 

有 無 有 無 

点 数 ５点 ０点 ５点 ０点 

⑸ その他 

締結、 

認証 

又は認定 

さいたま市と包括連携協定、 

さいたま市ＳＤＧｓ企業 
又はさいたま市健康経営企業 

以下のいずれかに該当する者 

○ さいたま市と包括連携協定を締結している者 

○ さいたま市ＳＤＧｓ企業として認証されている者 

○ さいたま市健康経営企業として認定されている者 有 無 

点 数 ５点 ０点 



⑹ 入札参加停止 

入札参加

停止 

令和３年１月１日から令和４年１２月３１日までの間の 

入札参加停止期間に応じて減点 

点 数 １月につき－１点 

５ 等級区分基準 

等 級 基  準    

Ａ 資格審査数値が７０点以上 

Ｂ 資格審査数値が５０点以上７０点未満 

Ｃ 資格審査数値が５０点未満 

 


